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令和元年度三木町農業委員会  
１１月定例会議事録  

 

 （会   期）１日間  

 （開催年月日）令和元年１１月２０日  

 （会 議 時 間）１３：３０～１４：２０  
 （開 催 場 所）三木町農村環境改善センター農事研修室 

 （議   題）別紙のとおり  
 

出席委員数１７名  
 

    １番  渡辺 正春            １１番  井戸 俊博（欠席） 

    ２番  佐竹 一夫            １２番  藤澤 勇一 

    ３番  藤本 義伸             １３番  中川 詰郎 

    ４番  香西 俊之             １４番   谷井 正隆 

    ５番  川田 正憲              １５番  鎌倉 博之 

６番  溝渕 廣明              １６番  小松 洋子 

    ７番  松田 隆雄           １７番  鎌倉 守 

    ８番   香川 県            １８番  髙尾 壽一(会長職務代理) 

    ９番  入倉 修一            １９番  脇 博文(会長)（欠席） 

   １０番   多田 孝夫           

    

                        

 

 （事  務  局）   

１．山地修事務局長  ２．脇和彦主幹兼課長補佐  ３ .小倉恵理副主幹   

４．松本裕司係長  ５．谷洋司主任主事  ６．大森和人副主幹  ７ .蔵野宗一郎係長  
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（別紙） 

（１）議案 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 非農地証明願について 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画について 

議案第６号 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農用地利用配分計画について 

報告第１号 農地法第４条の規定による許可申請の取下について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 使用貸借返還通知について 

（２）香川県農業会議常設審議委員会審議報告について 

（３）地籍調査事業に係る一筆地調査後における農地を伴う地目変更の認定について 

（４）土地改良事業の非農用地区域の設定について 

（５）その他  
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事務局       

それでは、１１月の三木町農業委員会定例会を開催いたします。今月の定例会はご案内申し上げ

た通り、農地法関係議案等１０件と農用地利用集積計画及び農地中間管理機構の農用地利用配分計

画についてそれぞれご審議をお願いします。その後に会長職務代理者より香川県農業会議常設審議

委員会議審議状況報告をお願いいたします。本日の出席委員は１９名中１７名で、定足数に達して

いますので定例会は成立しています。定例会議事録署名委員につきましては、香西委員と川田委員

にお願いいたします。それでは高尾会長職務代理者よろしくお願いします。 

 

会長職務代理者       

ただいまより定例会を開会いたします。今月は議案案件が６件と報告案件が３件です。あと、香

川県農業会議常設審議委員会審議報告と地籍調査事業に係る一筆地調査後における農地を伴う地

目変更の認定と土地改良事業の非農用地区域の設定についてです。皆様の慎重審議をよろしくお願

いします。それでは議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について事務局から説明をお

願いします。  

 

事務局       

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について 

                番号１ 申 請 地：田中字南高原 １筆 ５５６㎡ 

              地 目：畑１筆 

              譲 渡 理 由：耕作不便 

              譲 受 理 由：経営規模の拡大 

権 利：所有権移転売買 

              

                番号２ 申 請 地：井戸字二条 ２筆 １，６１２㎡ 

              地 目：田２筆 

              譲 渡 理 由：農業廃止 

              譲 受 理 由：経営規模の拡大 

権 利：所有権移転売買 

 

   番号１について説明します。 

番号１は、譲受人の経営規模拡大であり、下限面積等も問題ありませんでした。 

番号２について説明します。 

番号２は、譲受人の経営規模拡大であり、下限面積等も問題ありませんでした。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。それでは地元委員さんからの説明をお願いします。 

 

７番委員 

   番号１について、譲渡人が町外にお住まいで、通作に不便を感じておったため、経営規模拡大

を考えていた譲受人と話がまとまったもので、特に問題はありません。 
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１番委員 

   番号２について、現在小作で作っているところを購入しようとするものです。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。それでは、各委員さんから何か質問はありませんか。 

    

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

   ないようですので、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、承認される委員さ

んは挙手をお願いします。 

 

委員一同 

(挙手) 

 

会長職務代理者 

   満場一致で原案どおり承認されました。それでは、議案第２号、農地法第４条の規定による許可

申請について、議案第３号、農地法第５条による許可申請について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について 

          番号１ 申 請 地：池戸字大塚 ３筆 ２８０㎡ 

              地 目：田３筆  

              現 況：田１筆、雑種地１筆、道路１筆  

              目 的：駐車場 

水路 

              併 用 地：宅地 １，６０２㎡ 

              造 成 時 期：昭和４０年頃から 

 

          番号２ 申 請 地：氷上字東中川 １筆 １０４㎡ 

              地 目：畑１筆  

              現 況：雑種地１筆  

              目 的：既存倉庫平屋建 １棟 ９．９３㎡ 

既存住宅２階建 １棟 １５７．９０㎡ 

既存納屋平屋建 １棟 １１５．８０㎡ 

              併 用 地：宅地 ８０５㎡ 

              造 成 時 期：昭和５４年頃から 



6 

 

          番号３ 申 請 地：氷上字花丸 １筆 ２２２㎡ 

              地 目：畑１筆  

              現 況：宅地１筆  

              目 的：既存住宅２階建 １棟 １３７．３５㎡ 

                    既存納屋平屋建 １棟 ６２．３０㎡ 

                    既存物置平屋建 １棟 ２１．１７㎡ 

              併 用 地：宅地 ４１１㎡ 

              造 成 時 期：大正１５年頃から 

 

          番号４ 申 請 地：井戸字山田 １筆 ３９６㎡ 

              地 目：畑１筆  

              現 況：宅地１筆  

              目 的：既存住宅平屋建 １棟 １６６．６２㎡ 

              併 用 地：宅地 ３．０６㎡ 

              造 成 時 期：平成１４年頃から 

                                         

   番号１について説明します。 

番号１は、無断転用の是正になります。 

当該申請につきましては、無断転用になりますが無断転用部分には始末書が添付されており、

周辺農地等への影響はありませんでした。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号２について説明します。 

番号２は、無断転用の是正になります。 

当該申請につきましては、無断転用になりますが無断転用部分には始末書が添付されており、

周辺農地等への影響はありませんでした。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号３について説明します。 

番号３は、無断転用の是正になります。 

当該申請につきましては、無断転用になりますが無断転用部分には始末書が添付されており、

周辺農地等への影響はありませんでした。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

番号４について説明します。 

番号４は、無断転用の是正になります。 

当該申請につきましては、無断転用になりますが無断転用部分には始末書が添付されており、

周辺農地等への影響はありませんでした。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

      

続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について 

          番号１ 申 請 地：池戸字大塚 ４筆 ２，０２５．５４㎡ 

              地 目：田４筆  

              現 況：田３筆、雑種地１筆  

              目 的：事務所 １棟 １４８．６３㎡ 

              権利の種類：所有権移転売買 
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              併 用 地：宅地等 ３４．５７㎡ 

              造 成 時 期：昭和４０年頃から 

               

          番号２ 申 請 地：鹿庭字出作 ２筆 １，０２８㎡ 

              地 目：田２筆  

              現 況：田２筆  

              目 的：太陽光発電設備 

              権利の種類：所有権移転売買 

              

          番号３ 申 請 地：井戸字中井戸 １筆 ６９５㎡ 

              地 目：田１筆  

              現 況：田１筆  

              目 的：太陽光発電設備 

              権利の種類：所有権移転売買 

 

番号１について説明します。 

当該申請につきましては、無断転用ではありますが、周辺農地に影響を与えているものではな

く、必要性もあったことや、代替性も検討されており、土地改良区の同意も添付されていまし

た。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

   番号２について説明します。 

   当該申請につきましては、土地改良区等の同意、その他法令の許認可の見込かあること、他候

補地と比較したうえでの代替性を満たすこと、資金に関しましては支払い可能であるという書類

が提出されております。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

   番号３について説明します。 

   当該申請につきましては、土地改良区等の同意、その他法令の許認可の見込かあること、他候

補地と比較したうえでの代替性を満たすこと、資金に関しましては支払い可能であるという書類

が提出されております。その他、特筆する疑義はありませんでした。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。それでは現地調査を行っていますので、担当委員さんからご報告お

願いします。 

 

６番委員 

   それでは、現地調査の報告を行います。１１月分の農地法関連の申請について去る、令和元年

１１月１５日(金)の午前９時から４条申請４件、５条申請３件につきまして、脇会長、髙尾会長職

務代理者、松田委員、私、事務局２名の合計６名、及び担当地区の農業委員、農地利用最適化推

進委員にて現地調査を実施いたしました。現場では、申請区域の特定、隣接農地の状況、造成方

法、排水方法等について、確認いたしました。その中で問題となったのは、４条申請 番号１、

２、３、４及び５条申請 番号１です。こちらにつきましては、既に造成が行われている箇所が

ありましたが、始末書が添付されておりました。その他の件につきましては特に問題ありません
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でした。以上で現地調査の報告を終わります。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。地元委員からの説明をお願いします。 

 

１２番委員 

   ４条申請番号１について、造成時期が昭和４０年頃ですので、県道ができたとき、残地となっ

た部分に土を入れ利用していた現在誰も住んでおらず、売買するにあたり確認したところ、無断

転用していたことが発覚したため是正するものです。 

   ５条申請番号１について、こちらも同様で農地法による転用許可が必要であることが分からず

造成されたものですが、今回所有権移転を機に転用申請がされたものです。 

 

３番委員 

   ４条申請番号２について、物置が建っているもので特に問題はありません。 

 

１６番委員 

   ４条申請番号３について、申請者の父が申請地北側を借地し家を建てました。申請地もあわせ

て利用していたが、相続の際転用されていないことが発覚し申請をされたものです。 

 

事務局 

   ４条申請番号４について、地元委員欠席のため事務局より説明します。平成１４年頃申請者の

父が家を建てたもので、父が亡くなり母が転用申請を行っていたのですが、その母も許可が出る

前になくなったため、相続人が改めて申請を行ったものです。周辺農地への影響もないため特に

問題はないものと思います。 

   ５条申請番号２について、地元委員欠席のため事務局より説明します。譲渡人は長年耕作して

おらず、譲受人は三木町内で新たな太陽光発電を行える申請地を探していました。両者の話しが

まとまったため、本申請に至ったものです。周辺農地等確認したところ、特に影響は軽微なもの

と考えられることから許可相当と判断しております。 

 

１番委員 

   ５条申請番号３について、譲渡人は相続したものの町外に住んでおり、所有地の整理を行って

いるところに太陽光発電の話しがきて申請に至ったものです。排水その他については、特に問題

はないと思います。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。それでは、各委員さんから何か質問はありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 
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会長職務代理者 

無いようでございますので採決に移りたいと思います。議案第２号、農地法第４条の規定によ

る許可申請について承認するという委員の方は挙手をお願いします。 

 

委員一同      

（挙手） 

 

会長職務代理者 

ありがとうございます。満場一致で承認することに決しました。続きまして、議案第３号、農

地法第５条の規定による許可申請について承認するという委員の方は挙手をお願いします。 

 

委員一同      

（挙手） 

 

会長職務代理者 

ありがとうございます。満場一致で承認することに決しました。続きまして、議案第４号、非

農地証明願について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

議案第４号、非農地証明願について 

番号１ 申 請 地：池戸 １３．４２㎡ 

              地 目：田 

              目   的：水路 

 

 番号１について説明します。 

 番号１については、４条申請及び５条申請をするにあたり所有地を確認したところ、過去より

農業用水路、道路排水路として利用しており転用案件に該当しないため本申請がなされたもので

す。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。それでは、各委員さんから何か質問がありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

ないようですので、議案第４号、非農地証明願について、承認される委員さんは挙手をお願い

します。 

 

委員一同 
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(挙手) 

 

会長職務代理者 

   満場一致で原案どおり承認されました。続きまして、議案第５号、農業経営基盤強化促進法の

規定による農用地利用集積計画について、議案第６号、農地中間管理事業の推進に関する法律の

規定による農用地利用配分計画について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局        

議案第５号、農用地利用集積計画について、 

(農用地利用集積計画について朗読) 

   今月の新規利用権設定が１３件、再設定が２７件で合計４０件になります。 

総設定面積は１６８，５７８㎡となっています。どの案件につきましても、農業経営基盤促進法 

第１８条第３項及び町農業経営基盤強化促進基本構想の各要件を満たしていると考えます。 

続きまして、議案第６号、農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農地利用配分計

画について報告します。 

(農用地利用配分計画について朗読) 

今月は６件で、総設定面積２４，７７４．１３㎡となっています。どの案件につきましても、

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の各要件を満たしていると考えます。以上になり

ます。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。それでは、各委員さんから何か質問はありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

ないようですので、議案第５号農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画につ

いて、承認される委員さんは挙手をお願いします。 

 

委員一同 

(挙手) 

 

会長職務代理者 

満場一致で原案どおり承認されました。続きまして、議案第６号農地中間管理事業の推進に関

する法律の規定による農地利用配分計画について承認される委員さんは挙手をお願いします。 

 

委員一同 

(挙手) 

 



11 

会長職務代理者 

満場一致で原案どおり承認されました。続きまして、報告案件、報告第１号、農地法第４条の

規定による許可申請の取下について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第４条の規定による許可申請の取下について 

          番号１ 申 請 地：井戸字山田 ３９６㎡ 

              地 目：畑１筆 

              取 下 理 由：その他 

 

番号１について説明します。 

 番号１については、申請者が許可が出る前に亡くなったため、相続人が転用申請を行うため、

申請を取り下げるものです。４条申請番号４の案件になります。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。報告案件ですが、何か質問があればお願いします。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

ないようですので、この案件は終わります。続きまして、報告第２号、農地法第１８条第６項

の規定による通知について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

   報告第２号、農地法第１８条第６項の規定による通知について 

番号１ 申  請  地：井上 １１７７㎡ 

               地   目：田 

              解 約 日：令和元年１０月３０日 

    解 約 理 由：経営規模縮小のため 

 

番号２ 申  請  地：上高岡 ５９９㎡の内４２㎡ 

               地   目：田 

              解 約 日：令和元年１０月３１日 

    解 約 理 由：転用のため 

 

番号３ 申  請  地：上高岡 ５９９㎡の内４２㎡ 

               地   目：田 

              解 約 日：令和元年１０月３１日 

    解 約 理 由：転用のため 
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   番号１について、借り手の経営規模縮小により解約します。 

番号２、番号３について、農地機構を通じて貸し借りをしており、県道拡幅のため、農地機構

と担い手、農地機構と出し手農家の解約になります。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。報告案件ですが、何か質問があればお願いします。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

ないようですので、この案件は終わります。続きまして、報告第３号、使用貸借返還通知につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

   報告第３号、使用貸借返還通知について 

番号１ 申  請  地：氷上 ７６４㎡ 

               地   目：田 

              解 約 日：令和元年１０月１日 

    返 還 理 由：売買のため 

 

番号２ 申  請  地：井上 ２，７３７㎡ 

               地   目：田 

              解 約 日：令和元年１０月２１日 

    返 還 理 由：本人耕作 

 

番号３ 申  請  地：氷上 ６，７０７㎡ 

               地   目：田 

              解 約 日：令和元年１０月２５日 

    返 還 理 由：その他 

 

番号４ 申  請  地：井戸 １，６１２㎡ 

               地   目：田 

              解 約 日：令和元年１１月２０日 

    返 還 理 由：売買のため 

 

番号１について、売買のため解約するものです。 

番号２について、本人耕作のため解約するものです。 

番号３について、農用地利用集積計画番号３９、農用地利用配分計画番号５の案件で農地機構
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を通じて使用貸借で貸し借りを行っていましたが、新たな貸借が賃貸借となったため、解約する

ものです。 

番号４について、売買のため解約するものです。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。報告案件ですが、何か質問があればお願いします。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

ないようですので、この案件は終わります。それでは、香川県農業会議常設審議委員会審議報

告について報告します。 

（資料読み上げ） 

   何か質問があればお願いします。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

ないようですので、この案件は終わります。続きまして、地籍調査事業に係る一筆地調査後に

おける農地を伴う地目変更の認定について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

   三木町産業振興課で行っている地籍調査におきまして、井上下々所地区、藤東山田地区の調査

結果で農地変更調書のとおり、農地に関係する地目に変更がありましたので、ご審議いただき承

認をお願いします。 

 (資料読み上げ) 

   なお、調書の農業委員会意見欄中、転用許可の有無及び原状回復命令の見込については、あら 

かじめ事務局により確認していただいています。よろしくお願いします。 

   

会長職務代理者 

   ありがとうございました。何か質問があればお願いします。 

 

１２番委員 

   地籍調査は法的手続きにより行われていることは承知していますが、その中で山林を開発して

農地にするのはいけないことだと思うのですが、地籍調査で山林から農地になることは問題ない

のですか。 

 

事務局 
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   国土調査としては、現況の地目で調査することとなっていますので問題はないと思います。 

 

１８番委員 

   井上の山に近いところなので山林化しているところが結構あると思いますが、山林化した面積

はどれくらいありますか。 

 

事務局 

   山林化した面積はわかりませんが、農地が農地以外になった面積は４９，１２８㎡になってお

ります。 

 

会長職務代理者 

   他に何かありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

   無いようですので、地籍調査事業に係る一筆地調査後における農地を伴う地目変更の認定につ

いて、承認される委員さんは挙手をお願いします。 

 

委員一同 

(挙手) 

 

会長職務代理者 

満場一致で原案どおり承認されました。続きまして、土地改良事業の非農用地区域の設定につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

   平成２９年９月の定例会において協議した内容の変更になります。 

（資料読み上げ） 

   根拠は土地改良事業の非農用地区域の設定について、昭和４９年の農林水産省の通知文に、農業

委員会へ協議を行うものとなっております。 

 

会長職務代理者 

   ありがとうございました。何か質問があればお願いします。 

 

１２番委員 

   非農用地にできる面積制限はありますか。 

 

事務局 
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   農家１軒につき５００㎡が上限になっています。 

 

会長職務代理者 

   他に何かありませんか。 

 

委員一同 

(無し) 

 

会長職務代理者 

   ないようですので、これで定例会を終了といたします。ありがとうございます。 
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以上、この議事録が正確であることを証するため、会長職務代理者及び議事録署名委員は、ここに署名

する。 

 

 

令和元年１１月  日 

 

 

会長職務代理者                     

 

 

 

 

署名委員                   

 

 

 

 

署名委員                   

 


